
※印は任意ですので、あってもなくてもよいです。

※日中連絡できる連絡先の記入をお願いします。

※養子（女）が１５歳
未満の場合は、親権者
からの届出になります。

※養子（女）になる方、
養父（母）になる方に配
偶者がいる場合は、配偶
者の同意が必要です。

※養子縁組は、その方の戸籍状況により記載や必要書類が違うため、事前に相談してください。

※１８歳以上　２名の方
の証人が必要です。


